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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成１７年７月１日（金）午後２時２２分　開会

　　　　　　　　　　　　午後４時５３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 藤浦雅彦  副委員長 柴田繁勝  委　　員 古谷博子

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 山本善信  委　　員 森西　正

委　　員 石橋徳治  委　　員 野口　博

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

助　役　小野吉孝

市長公室理事　北野正明 同室参事　小山和重 政策推進課参事　吉田和生

生活環境部長　前田宜伸 同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

同部参事兼環境対策課長　前川　弘

都市整備部長　岩田延弘 同部次長兼都市計画課長　粟屋保英

まちづくり支援課長　土井正治　　同課参事　山本莊一

１．出席した議会事務局職員
事務局次長　野杁雄三 同局書記　中井真穂

１．案件

　　吹田操車場跡地利用問題について

　　南千里丘まちづくりについて
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（午後２時２２分　開会）

○藤浦委員長　ただいまから、駅前等再

開発特別委員会を開会いたします。

　理事者からあいさつを受けます。

　助役。

○小野助役　引き続きまして、駅前等再

開発特別委員会を開催賜りまして、お礼

申し上げます。

　また、過日の第２回定例会につきまし

て、無事閉会を迎えられました。あわせ

てお礼申し上げます。

　本日、本委員会でご説明申し上げます

内容でございますけれども、梅田貨物駅

の移転計画に関連いたしまして、吹操跡

地の地下ガード計画案の検討結果及び南

千里丘まちづくり構想の検証の状況、そ

して、ふれあい広場での土壌調査の結果

につきまして、ご説明をさせていただき

ますのでよろしくお願い申し上げます。

○藤浦委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、森西委

員を指名します。

　それでは、本日の案件のうち、まず吹

田操車場跡地利用問題について、説明を

お願いします。

　岩田部長。

○岩田都市整備部長　駅前等再開発特別

委員会を開催いただきまして、厚く御礼

申し上げます。

　本日、本委員会にご説明申し上げます

内容でございますが、過去の特別委員会

におきまして、吹田操車場跡地利用の検

討に伴います地下ガードの計画案として

既存の竹ノ鼻ガード及び坪井ガードの改

良計画案について、また両ガードの中間

地点での新たなガード計画案についてご

説明させていただきました経緯がござい

ます。

　その後、計画案の実現に向け、関係機

関とも協議・検討を行ってまいりまして、

一定の検討結果がまとまりましたので、

ご報告申し上げます。

　なお、詳細につきましては、担当の山

本よりご説明申し上げますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○藤浦委員長　では、引き続きまして山

本参事。

○山本まちづくり支援課参事　それでは、

吹田操車場跡地利用検討に伴います、地

下ガードについての検討結果についてご

報告させていただきます。この図面でご

説明させていただきます。

　まず、これまでの経緯でございますけ

ども、竹ノ鼻ガード、坪井ガード、この

２本の既存のガードにつきましては、幅

員が狭く歩行者の通行にも支障を来たし

ている状況でありますので、吹田操車場

跡地の利用計画のタイミングに合わせま

して拡幅を行い、南北分断の解消が図れ

ないかということでこれまで検討を行っ

てまいりました。

　去る平成１０年２月２３日の特別委員

会におきまして、竹ノ鼻ガードと坪井ガー

ドに併設した２本の地下ガードの案とい

うのをご説明させていただいております。

　ここで言います併設といいますのは、

現状のガードの構造が、ここで図面で示

しておりますけども、橋梁形式といいま

して、両サイドが橋台といわれる構造に

なっていまして、その上に橋がかかった

ような形状になっています。この橋のす

ぐ上を電車が通っているというような構

造になっておりまして、この構造を単純

に広げようとすると、この橋台をまた新

しく設置して、今現在使っている橋自体

をかけ直しするということで、現状列車

が通っている状況の中で、これを拡幅す

るというのは非常に難しいということで、

こういう形ではなくて新しくボックスの

形状で真隣に抜いてしまう。新しく開け
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てしまうというような案を示させていた

だいております。

　次に、平成１０年５月２９日の特別委

員会では、今申し上げました、ここで新

しく穴を開けるという案の見直し案とい

うのをご説明させていただいております。

その内容でございますけども、ＪＲ西日

本の下を通りますので、ＪＲ西日本と協

議いたしました結果、新しくボックスで

穴をあけるということになりますと、現

状では橋のすぐ上を鉄道が通っておりま

して、非常に管理上難しい問題が残った

ままになりますので、新しく穴をあける

には２メートル離隔をあけて、その下に

構造物をつくってくださいという話があ

りました。

　この構造でいきますと、現状より２メー

トルかぶりをとりなさいと言われており

ますので、現状よりかなり深い位置に穴

をあけないといけないという形になりま

す。そうしますと、この手前にあります

千里丘正雀一津屋線との取りつけという

のが非常に難しくなってくるということ

で、どうしても取りつけようとしますと、

この周辺、例えばこれの線形を変えてし

まって縦断勾配をかせぐとか、あるいは

周辺の用地買収を行って、ぐるっと回る

ような構造にでもしないと取りつかない

というような内容になりますので、これ

にかわる案として、この５月２９日の説

明のときには、坪井味舌線あたりで１本

新たに抜いてしまおうということで、こ

の２本穴をあけようと思っていたものを

１本にするということで、まず経費の削

減が図られました。新たなガードが抜け

ますので、本数が今現在よりも１本増え

るということで、かなり利便性も向上す

るだろうということで、ご説明をさせて

いただいております。

　さらに、平成１２年５月２９日の特別

委員会では、再度この中間案での説明を

させていただいておりますけども、その

ときはこういう図面はお示ししておりま

せんで、口頭でお話させていただいてお

ります。

　その内容といいますのは、現道との取

りつけの距離をかせがないといけません

ので、ここにたまたまＪＲ西日本の用地

がありまして、若干鉄道とは距離が離れ

ております。この用地のところをねらっ

て距離をかせごうと、こういう折れ曲がっ

たような形になりますけども、ただ、や

はり構造的にこういうＬ型になってしま

いますので非常に難しいんですというと

ころまでのご説明をさせていただいてお

ります。

　以上が、これまでのご報告の経過です

けども、その平成１２年に報告させてい

ただいた後、両ガードの中間点の案で警

察やＪＲ西日本と協議を行っております。

　警察との協議では、やはりこういう地

下にもぐっている中でＬ字に曲がってい

るところは線形的にも非常に交通安全上

危険だと。さらには歩行者もこの下を通

る予定にしておりましたので、やはり防

犯上、先が見えないということで危険で

あるということで、警察からはこの案は

認めていただけていないという形になっ

ております。

　ＪＲ西日本との協議も行っております。

ＪＲ西日本は、千里丘から岸辺までの間

にガードがかなりありますねということ

で、１本新しく抜くということであれば、

既設のガードを集約して、本数を減らし

てこれ１本に絞ってくださいということ

を条件として出されました。それから、

この道路を整備するのであれば、実際は

ＪＲ西日本の下を工事しようとしますと、

ＪＲ西日本の方に委託をしてＪＲで工事

をしてもらうことになりますので、ＪＲ
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がこういう工事をする場合には、都市計

画道路という位置づけがないと施工はい

たしませんということを条件として出さ

れております。

　その都市計画道路として位置づけをし

ようとしますと、こういう曲がった形で

は、都市計画決定できませんので、この

坪井味舌線をねらいまして、これを延伸

するような形で線を引いていかないとい

けないだろうと考えましたけども、これ

を延伸しようとしますと、どうしてもや

はり本線は南側、北側両方の側道には直

接は取りつきませんので、側道でもって

取りつける形にどうしてもなります。そ

うすると、この坪井味舌線、かなり拡幅

の計画変更をして、しかもＪＲのところ

は直角で交差するというのは基本ですの

で、直角に交差させるために、この線形

を大きく曲げる必要があり、さらに大阪

高槻京都線まで延伸するためにＪＲとの

間の現道に都市計画をかぶせようとする

と線形がかなり曲がった感じにどうして

もなってしまう。

　その都市計画決定しようとしますと、

当然今この間、都市計画ありませんので、

これは新規で都市計画決定していく必要

があります。さらに、今の状況としまし

ては、都市計画決定するということはす

ぐ事業化にかからなければいけないとい

うことで事業スケジュールも示した上で、

都市計画決定をしないといけないという

問題があります。

　あと工事費なんですけども、千里丘ガー

ド、非常に工事費膨大な予算を継ぎ込ん

でやっておりますけれども、線路のある

下を抜くだけでも千里丘ガードとほぼ同

じぐらいの費用がかかるであろうと、今

考えております。

　さらには、将来的にはこの用地、鉄道

から外れた部分ですが、この辺も抜いて

いって、周辺の道路、あるいは都市計画

道路で整備するとなると全線にわたって

整備するという必要がありますので、事

業費ははかり知れないぐらいの膨大な費

用になるということになります。

　これまで、南北分断の解消を図るため

に、竹ノ鼻と坪井の両ガード、少しでも

安全に通行することはできないかという

ことで検討を行ってまいりましたけども、

関係機関との協議結果、あるいはさまざ

まな条件を検討する中で、いずれにつき

ましても、南側との接続というのはかな

り問題がありまして、それを解決しよう

とすると大規模な改修が必要になります。

　また、吹操の方で検討しています、こ

の北側の道路ですけれども、これには直

接取りつきませんので、あとは本線はずっ

と抜いていくとすると、都市計画道路で

整備しない限りは、この狭い道路のとこ

ろに２車線で通ってきた車を何とか合流

させないといけないというような状況に

なってしまいます。新たな交通渋滞がこ

のあたりで発生してしまうということが

あります。

　このような検討結果とあと事業費が膨

大であるということがありますので、今

回の吹田操車場の跡地計画で何とかしよ

うと考えておりましたけれども、このタ

イミングではやはり非常に難しいという

ことで、今回の吹操跡地の計画に伴うガー

ドの検討というのは断念せざるを得ない

と今のところは考えております。

　しかし、今回この新設ガードを断念し

たとしましても、この吹田操車場跡地利

用検討におきまして、まちづくり可能用

地の北側にこのような道路を計画してお

りますし、数年後には、この千里丘ガー

ド、これは２車線で問題なく通過できま

すので、そのような状況になりますと、

渋滞解消あるいは交通事故の防止という
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意味で、歩行者、自転車及び車の通行に

対して安全な空間と利便性というものが

図られると、あとは防犯及び防災の点か

らも安全も向上するというふうに考えら

れます。

　また、この坪井味舌線の延伸につきま

しては、将来どんな形になるかわかりま

せんが、このまちづくり、あるいはこの

辺をどうしようかという検討をする中で、

将来的には、物理的にはやろうと思えば

可能ということになりますので、一応検

討の余地は残されているというふうには

考えております。

○藤浦委員長　それでは、説明が終わり

ました。

　今のご説明、そしてまた、先に行われ

ました大阪貨物ターミナルに関連するこ

とも含めて、全般にわたってご質問があ

ればお受けいたしたいと思います。

　どなたかご質問ありますでしょうか。

　古谷委員。

○古谷委員　吹田操車場跡地利用につい

ての着工合意に向けまして、大阪貨物ター

ミナルの先ほどの出口の問題について経

過をどれぐらい見て信用するかというこ

とをお尋ねしたいと思います。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　先ほどの貨

物ターミナルの、今、ＪＲ貨物の方で取

り組んでおります西口からの出入りにつ

いて、どのような形で確認をしていくの

かというご質問やと思うんですけれども、

今までも全然貨物の方で何ぼ我々が言う

ても対応しなかった。やっと貨物として

２回の視察において委員からもいろいろ

質問される中で、貨物としても対応され

てきたというのが今現状だというように

思います。

　当初、交差点改良までは現状のままと

いうような取り組みやったんですけれど

も、交差点改良で状況が変わりますのは、

進入についての状況が変わると、ですか

らその出については交差点改良後も変わ

らないという形で、出につきましては現

状でももうやめますという対応、また大

型貨物は別としましても、交通安全上、

通学、通勤の時間帯につきましては、先

ほどもお話がありましたように自粛をし

ていくというような形の対応をしてきて

おります。どのように確認していくかと

いうことなんですけれども、当面、周知

期間という形で若干１００％守られてい

ないという状況もあると思いますけれど

も、交差点改良まで今しばらく時間はか

かると思います。その間、今日お話にあ

りました内容はどのような形で守られる

のか。市に対して守られなかった場合に、

どのような形でちゃんとそういう報告が

されるのかというのをしっかり見極めて

いきたいというふうに考えております。

○藤浦委員長　今の質問はどの程度の期

間を見極める期間とされますかという質

問やったんですけど。半年とか、３か月

とか。そういう質問やったんですけどね。

　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　具体的な期

間につきましては、過日の説明会の中で

は１年とかいうようなお話もあったと思

います。今、アセスの方も進んでまいり

まして、着工合意に向けての基本協定の

整理等を進めておる状況です。今、ここ

で１か月、３か月というようなお話、私

の方からもしにくいと思うんですけれど

も、これから交差点改良までの間の貨物

の状況を見ていただいた中で、ご判断し

ていただきたいと考えております。

○藤浦委員長　古谷委員。

○古谷委員　今のお答えはよくわかりま

した。次に着工合意についてですけども、

吹田市とか大阪府ももちろん関係してみ
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えるわけですが、吹田市がもし今年度中

に進められて着工合意をされたとすると、

摂津市も宮島交差点の完成を条件にされ

て、今も、いつになるかわからないとい

う時期も、今日のお返事では、大阪府警

の方も許可をいただかれない状況で、時

期としては答えられないとおっしゃいま

したけれども、そういう中で、完成した

場合に、摂津市としましては、吹田市も

合意されたんだからというような形で、

そこへ摂津市も無理にというか、そうい

うことになるのではないかと思いますけ

れども、その辺はどうでしょうか。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　この着工合

意につきましては、吹田だけが先行して

着工合意をされるということはないとい

うふうに考えております。あくまで５者、

大阪府、摂津市、吹田市、ＪＲ貨物、鉄

道機構、この５者がお互いが合意した中

での着工合意、基本協定は５者で結んで

おりますけれども、特に着工合意につき

ましては、大阪府、吹田市、摂津市が横

並びで同時に着工合意だというふうに考

えております。

　着工合意が目前に迫った中で、交差点

改良ができなかった場合どうなるかとい

うことなんですけれども、その点につい

ては大きな課題だというふうに思ってお

ります。現在、まだ交差点改良の時期が

明確になっていない中で、そのようなこ

ともあろうかというふうに思います。

　現在、具体的な対応というのはまだ考

えておりませんけれども、交差点改良が

問題ではなくて、西口からの出入りが問

題やというふうに考えております。です

から、もしそのようなことがあったとき、

これは今後の貨物の対応いかんやと思い

ますけれども、交差点改良がなしでも、

今の覚書が遵守できるような形であれば、

それは交差点改良と同等の、覚書を遵守

するというのが目的だというふうに思っ

ておりますので、その辺のことも今後は

考えていかなければならないというふう

に考えております。

○藤浦委員長　ほかに。

　渡辺委員。

○渡辺委員　出入りのことでちょっとお

聞きしたいんですけど、過去に今まで５

７年から覚書をされて、いろいろその中

でこのような委員会でここまで来てしまっ

たわけですけど、その中でもいろいろや

りとりがあったと思います。それも過去

の委員会でいろいろお聞きしたんですけ

ど、ちょっと私の記憶が飛び飛びになっ

ておるので、もう一度おさらいの意味で

お聞きしたいということと、それから今

回このような資料、ＪＲの貨物の方から

いただいたんですけど、これ行政も同じ

ような調査をされているのかどうか。

　それから、具体的に覚書を遵守さす行

政としての対応はどうされるのか、今後。

その３点についてお聞きしたいと思いま

す。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　今までの経

過ということで、５７年に覚書が結ばれ

てその後に事故が起こったと。そのとき

の対応において、西口の出入りを覚書に

基づいて、やらないというような対応が

本来であっただろうと思うんですけれど

も、ちょっとその辺の経緯はわからない

んですけれども、安全対策という形の中

で、西口の出入りについて黙認といいま

すか、行政側としてもそういう形で進ん

できてしまったというような状況があっ

たのかなというふうに思っております。

　ここに来まして、その覚書の意味、そ

の辺をしっかり理解しまして、覚書に基

づいた、先ほどもありましたように、原
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点に戻すという形の中で進めていこうと

思っております。

　それと交通量の調査ですけれども、我々

としましても一度現状の確認はさせてい

ただいております。平成１７年３月３日

になりますけれども、我々の手の方で時

間にしまして朝７時から晩の７時までの

間につきまして、出入りの確認をさせて

いただいております。このときの出入り

につきましては、おおむね専用道路が５

０％、西口からの出入りが５０％、貨物

の方から２月の調査結果で出ておりまし

た５０％、５０％という値と同等やとい

うふうな確認はいたしております。

　しかし、いろいろ規制をされた後のチェッ

クというのはいたしていないのが現状で

ございます。

　それと、覚書遵守についての市の対応

ですけれども、特に今覚書についてやむ

を得ない場合というのが非常にはっきり

しないということの中で、先ほど貨物の

方からもありましたように、本来やむを

得ないというのは本当にどうしようもな

い場合ですよということを改めて確認し

ようということで、覚書という形ではな

くて、やむを得ない場合について、その

事項についての確認という形の中で確認

書を交わしていきたいというふうに考え

ております。

　それと、改良後、基本的に西口から出

入りしない中で、先ほども話がありまし

たように、万が一出る場合につきまして

は、市の方に報告をしていただく。それ

も基本的には事前にしていただく。もし

できない場合でも事後報告という形の中

で現状の確認を今後してまいりたいと考

えております。

○藤浦委員長　渡辺委員。

○渡辺委員　ちょっとこれ非常に行政と

しての体質を問われると思うんです。事

故があったからということで、西口から

の出入りに関して黙認したというような

ご答弁いただいたんですけれども、覚書

違反を黙認するということは、これ非常

に問題があって、その旨、議会等で報告

して、こういう形で西口から出入りする

とか、そういうやりとりが当然あってし

かるべしだと思うんですね。何のために

覚書をしたのかということになるわけで

あって、そういう考えで今回覚書をした

ら、また同じことの繰り返しになってし

まうわけで、具体的にそれに関してきちっ

と監視する。今は受身の態勢だけですよ

ね。能動的に覚書を遵守させるという考

えがないわけですよ、あなた方に。今お

聞きしとったら。

　それと、データに関しても、ＪＲ貨物

が出してきたデータだけうのみにするよ

うな対応の仕方では全然話にならへん。

ここまで委員会でいろいろやりとりやっ

とるのに、当然神経質になって、あそこ

の出入りに関してはきちっと定期的に調

査して、そのデータとＪＲ貨物が出して

きたデータをきちっと合わせた上での話

をせんと話にならへんでしょう。そうい

う点が非常にあいまいやね、はっきり言

わせてもらいますけど。

　私ら毎日通っとんねん、あそこ。毎日

通っとって絶えずあそこの貨物の出入り

口を我々は独自で、じっとあそこでカウ

ント取ってやっとるわけじゃないんだけ

ど、全然この委員会でのやりとりの中で、

最近ちょっと減ってきたかな、やりとり

の中で減ってなかったんやね。だからそ

ういう点が非常に行政として、貨物がやっ

とることやからとそういうような考え方

やったら、何ぼ覚書をやると向こうが言

うてきても、それから６項目にわたるこ

とあんなこと言うてきても、ＪＲ貨物の

言いたい放題で、それに関して、わかっ
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たというだけで、そんなことではあかん

と思いますけど。全般的な答弁ちょっと

お願いしたいと思います。

○藤浦委員長　岩田部長。

○岩田都市整備部長　確かに今まで委員

がおっしゃられた内容であったと思いま

す。我々今までのその課題をここまで協

議しながら細部にわたって、特にやむを

得ない部分というあいまいさの部分を今

日まで回答として引き出してきたと。そ

の中で、台数を何とか減らしていく。最

終的には中央環状線からの出入りをなく

してしまうというのが我々の目的であり

ますし、相手の方も貨物の方もそれなり

に対応せねばならないという考えに変わっ

てきたという部分で、この最終的には覚

書を交わしていけるような状況になって

きたというところでご理解願いたいと思

います。

○藤浦委員長　渡辺委員。

○渡辺委員　部長、一生懸命それなりに

今回の件で対応の仕方を変えてやってい

くという気持ちはわかるんですけれども、

しかし具体性に欠けるんですよ、今のご

答弁は。今、言ったように議会で指摘さ

れて、そこでいろいろこのことがやりと

りされたわけであって、当然、我々とし

たら行政がその中で、交通量が増えてこ

ういうような状況の中でちょっと覚書も

あるねんから、事故があったことはわか

るんやけど、そういう点でやっぱり安全

のことを考えたら、出入りちゃんとやっ

とってもらわな困るでというようなこと

を、議会で問題になる前にきちっとやっ

てもらわなあかんということやったんで

すよね。これははっきり言うて。

　しかし、その点に関して、今後やって

く言うけど、しかし具体性に欠けるんで

すよ。それやったら何でこの資料、これ

と対等に匹敵するような資料づくりを何

でされへんかったのか。そうでしょう。

当然、部長のお考えがあるんやったら、

それに当然対応できるような資料をつくっ

た上で、ＪＲ貨物に対してきちっと提示

していかなあかんでしょう。この資料やっ

たらこれをうのみにするしかないわけで

す。

　だから、先ほどいろいろほかの委員の

やりとりの中では、信用する、せんとい

う問題が出とったわけです。ＪＲ貨物を

信用する、せん。しかしこっちに資料が

なかったら、これを１００％信用せなしゃ

あないでしょう。その中で何でやりとり

ができるんですか。向こうが提示してき

た資料の中でのやりとりだけで、何でで

きるかということです。それと、遵守さ

せるんやったら、今言うたように具体的

に遵守させる、今まで口頭で遵守させる、

どういうところ遵守させるというのがあっ

て、部長のお考えはお考えでそれはよく

わかるんですよ。ただ、具体的に受身だ

けではなくて、能動的に遵守させる方法

はないかということを聞いておるので、

それを具体的にやっぱり提示してもらわ

なあかんわけです。私はそういうことを

聞いているわけであって、その点、ご答

弁、助役の方、お願いします。

○藤浦委員長　助役。

○小野助役　このやむを得ない場合の定

義につきましては、私もはじめ相当議論

いたしました。やむを得ない場合という

例外のまた例外が出てきてはならないと

いうことで、その詰めた内容がこの内容

でございます。

　ただ、その今渡辺委員なり、先ほど休

憩中に山本委員がおっしゃってましたよ

うに、ここで直ちにこれだとは申し上げ

られませんが、これはもう少し具体的に、

例えば認める中で、その車両通行台数の

通行の禁止は交差点の改良後速やかに実
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施すると、こういうことを書いておりま

すけども、当然向こうには日報データも

あるはずですから、その履行遵守のデー

タをきちっと取るということもありましょ

うし、場合によっては私は専用道路５０

％、５０％、３月３日と申し上げており

ます。ここまで引っ張られて任せておっ

た中身でありますし、この約束が守られ

ない場合、やむを得ない場合も廃棄する

ぐらいのことをやってもいいんじゃない

かという気もいたします。

　そういったことをやろうとすれば、一

度担当部と十分協議し、また委員長に報

告させてもらいますが、例えば私どもの

現行予算の中で工夫して、貨物に対して

いつやるかわからないけどやるよという

ようなこと。例えば１８年度予算つけて

もやるよというようなこと。こういうこ

との姿勢だけでも違うというように思い

ます。

　そんなことも含めて、今渡辺委員が言

われたことよくわかりますので、一度具

体的にＪＲ貨物がのどもと絞まるような、

そういうことを、ただ単に遵守せよとい

うのではなくて、そういうのも突きつけ

る中で、何ができるかと、具体性の中身

でもって、一度担当部、岩田部長とも十

分相談した中で、一度具体的に私は１８

年度予算をつけてもいいんじゃないかと。

執行するか執行しないかはこちらですけ

れども、予算つけて見張らな仕方ない状

況なんだよあなた方と。いつやるかわか

らないよというような抜き打ち的なもの。

そういうことぐらいのことまでやって、

なおかつそのことを守られないのであれ

ば、やむを得ない規定は外すと、一切認

めないというようなことまで、これは相

当厳しく岩田部長、土井課長、粟屋次長、

口泡飛ばしてやってくれたことを私も見

ておりますが、そこの履行性の確認とい

うことについては、もう少し知恵を絞っ

て、具体性あるものということで、もう

一遍議論いたしまして、また具体的に委

員長にも報告できるような中身にいたし

たいと思いますので、今しばらく時間を

お持ち願いたいと思います。

○藤浦委員長　渡辺委員。

○渡辺委員　助役そこまでのご決心され

てやられるというのは、これは相当のお

覚悟があった上で対応されるということ

を私も認識しております。最初に言うた

ように、本当に体質の問題というのは非

常に失礼やったかもしれませんが、ただ

本当に安心、安全を求めるというのは先

ほどのやりとりでもあったように、これ

が一番でございますので、行政としたら

やっぱり中央環状線、西口からの出入り

というのは非常に危険ということに基づ

いて、過去において覚書を交わされたわ

けですから、そういう点がなあなあになっ

てしまったような状況というのは、これ

安全、安心に対しての軽視というように

受け取ってしまうわけです。そういう点

も踏まえて、しっかりとこれから議会も

かかわって相当これやりとりやって、私

も相当嫌ごと言いましたけれども、そう

いうこともかかわっておるわけですから、

その点、助役からお覚悟を聞いたわけで

すけど、それで十分能動的にＪＲ貨物に

対して対応していただきたい。そのよう

に要望しておきます。

○藤浦委員長　そのほかどなたかござい

ませんか。

　野口委員。

○野口委員　今の問題ですけど、要望だ

けしておきますが、平成５年、１０年前

に死亡事故があって、今日に至っている

と。この貨物駅の移転問題については平

成１１年１月２０日に協定書が結ばれて、

６年半がたちました。当初、西口の安全
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問題については議会もですけども、行政

としても貨物側もそんなに受けとめとし

ては余り感じられない状態だったという

中で、ＪＲ貨物の対応について大きな問

題として受けとめられてきたという経過

の中では、この貨物駅の移転問題で、完

成後、ＪＲ貨物が受け継ぐんだというこ

とが、明らかになって、その中で地元自

治体、議会も含めて、この大阪貨物ター

ミナルの西口問題を決着しなければ、了

解得られませんよという受けとめをされ

たから、ここに至っているので、何もな

かったらこの問題ここまで来ませんわ。

そういう点ではきちっと受けとめていた

だいて、政治的な受けとめを向こうはし

ているのだということをちゃんと見てい

ただきたいと。

　もう一つは、行政側としての安全問題

に対する試金石という位置づけで取り組

んでいただきたいと。というのは毎回い

ろんな資料を出しますけども、北摂７市

の中で、事故件数比率は摂津が一番であ

ります。ほとんど、毎年毎年。いろんな

幹線道路等が通っていますから、そうい

う影響も当然ありますけども、実際に市

域内での交通事故件数は一番多いわけで

すから、行政側としても人命尊重という

点では、これも１つの取り組みの一環で

もありますし、この２つの面でとられて

いると思っていますので、きちっと受け

とめていただいて対応方をお願いしたい

と。

　２つ目は、この今説明あった問題です

けども、貨物駅の移転に連動しての位置

づけの取り組みは、今回はできないとい

う話であります。私どもも貨物移転問題

について考えが違いますけども、これを

今、千里丘ガード拡幅の工事やっていま

す。大体この間の説明では、同じ線路、

例えばＪＲ京都線の中で、２つか３つぐ

らい同時並行で工事はできないだろうと

いうことが言われていました。今の千里

丘ガードの断面も多分一緒だと思うんで

すが、構造的には。すぐ軌道敷の下があ

あいう蓋があってやっていると思います

ので、構造変わらないと。だからそうい

うことを見ますと、今の西口側、千里丘

地域とこっち側が南北も遮断されていて、

何とかしたいとみんな思っているわけで

すから。工事の同じ線路、路線上で３つ

一緒に工事はできないという話でありま

すけども、そういう中であっても、やっ

ぱり今断念ではなくて、きちっと計画に

のっけて、継続で検討していただくとい

うのが大事だと思っているんです。構造

的に変わらなくて、今回は２メートル下

げないとできないということで、いろん

な大変な中身の報告がありましたけれど

も、同じ構造であってもガード拡幅を今

やっているわけですから、できないこと

はないと思いますので、そういう同じ路

線上でのいろんな障害があったとしても、

やっぱり南北の交通をきちっとしていく

という位置づけもありますので、僕はで

きないことはないと思っていますので、

そういう点、その取り組みの姿勢として、

今日はこういう形の方向の取り組みは断

念しましたではなくて、どうするんか、

ちょっとお答えを願いたいと思うですけ

ど。

○藤浦委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　確かに今、千里

丘ガード、地下道拡幅事業を行っておる

ところでございまして、今回ご説明申し

上げております、ちょうど坪井と竹ノ鼻

ガードの中間地点のガードでの横断につ

きましては、先ほどの説明の中でもまず

都市計画決定を打った道路にしなくては

ならないということが１点ございます。

　以前は、都市計画道路の都決を打ちま
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しても、事業認可を取らずに、そのまま

都市計画決定のまま放置している路線も

ございます。今の状況の中では都市計画

決定に当たりましては、整備スケジュー

ルというものも明確にしていく必要がご

ざいますので、今の状況の中で財政的な

ことを考えますと、今の段階での都市計

画決定は困難だというふうに考えており

ます。

　ただ、長期的には交通の円滑化、また

南北分断を考えますと、坪井味舌線の何

らかの延伸というのは検討していく時期

は来ようかと思います。そういう問題で

ございます。

　もう一点、千里丘ガードの関係で２か

所、３か所というお話ございましたけど

も、今申し上げております先ほどもちょっ

と触れていますけども、中間にガードを

抜きますと、坪井、また竹ノ鼻、その辺

を閉鎖しなくてはならないというのが、

これはＪＲ西日本の考え方でございます

ので、歩行者を含めた住民の利便性、そ

れを考えますとどうだかという疑問も残

りますので、その辺も含めた中での今後

検討は必要だというふうに認識いたして

おるところでございます。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　財政状況もありますので、

いろいろ諸条件もある中で、単純にすぐ

はできないという話でありますけども、

でも今あきらめたら、この話が必要性は

認識されているとしても、進まないと、

現在都市整備という部署で仕事されてい

ると、摂津全体のいろんなまちで考えた

場合に、この必要性はありますよという

位置づけを持っているわけですから、何

らかの方法で連動させていくと、継続さ

せていくという位置づけ僕は大事だと思っ

ているんです。

　構造的には、先ほど申し上げたように、

同じ構造ですから、今後いろんな他市の

場所でもいろんな工事があろうかと思い

ますけども、それはそれとしてここであ

きらめたら、摂津の行政としていつ浮か

び上がってくるのかという僕は格づけに

なっていくだろうと思いますけども、そ

したらこの問題解決しないと。今回の議

会でも、竹ノ鼻ガードの安全対策問題は

大分もまれていますし、ちょうど府道沿

いの拡幅問題も当然出てきますし、いろ

んな形でＪＲ軌道敷周辺の安全対策と南

北の遮断問題、これをどう解決させて、

より安全で一体のあるまちづくりを進め

ていくのかという課題になってきますの

で、あきらめるということはおかしいか

もわかりませんけども、やっぱりきちっ

と位置づけて、何らかの方法で継続させ

ていくということは大事だと思っており

ますので、その辺お答え願えませんか。

○藤浦委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　今日、特別委員

会でご説明申し上げておりますのは、あ

くまで吹操跡地に絡むまちづくり用地の

利用の一環としてのガードの考え方、こ

れを今日ご説明申し上げております。

　今、委員おっしゃっていますように、

この地域全体の都市計画、またまちづく

りのあり方、これはちょっと別だという

ふうに思っておりますし、今、ご指摘の

中間でのガード設置に当たりましては、

先ほども申し上げております坪井味舌線

の延長上として、どうしていくのだと。

それを考えた場合には、これもございま

すけども、今現在阪急の軌道で都市計画

道路とまっていますので、その延伸にあ

わせて、なおかつ阪急の連続立体交差、

そこらも考慮した中でこれを見極めてい

く必要があろうかと思っておりますので、

非常に期間的には要する。そういう中で

の吹操跡地と問題からは切り離した中で
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考えていきたいという内容でご説明申し

上げておるところでございます。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　わかりました。そしたらそ

れで結構ですから、きちっとまちづくり

支援課として、この問題は継続して取り

組んでいくという位置づけで何らかの動

き、進めてもらうようにお願いしておき

ます。

○藤浦委員長　ほかにどなたか。

　柴田委員。

○柴田委員　先ほどからたくさんの方の

ご意見が出ておりますので、まず、大阪

貨物ターミナル駅の交差点改良のことで

すけども、さっきいろいろと話を聞いて

おりますと、茨木市の方はもう既に予算

が組めてあるんやけど、着工がいつかわ

からない。こういうことですね。これは

行政間としてなかなか、どうしはります

かということは言いにくい問題なのかも

わかりませんが、やはりこの問題を解決

しないと、向こうが提示してきた、やむ

を得ない場合を除いては全面閉鎖をする

ということを、自粛をさせるためには、

交差点の改良が急がれるということにな

ろうかと思うんですよね。そういうとこ

ろでは、若干これ先ほどの話を聞いてみ

ると、もう少し茨木市の方で具体的な日

程が出てくるようにご努力をというよう

な意味のこともあったんではないのかな

と思うんで、行政の方としても、その辺

の今日の委員会の中で出てきた話の総括

的なことから、一遍茨木市の方と、予算

まで組まれておるんだったらいつごろに

実行した計画ができるのかということは

問われるというお考えはあるのか、ない

のか。問われたらどうなのか。なかなか

問いにくいのかどうか。その辺、ちょっ

と私も行政同士かえって難しいところも

あるのかと思いますが、ちょっと一遍、

できるだけ早く改良しないと、今言うて

いる条件へ持っていけないということが

ありますから、ひとつ考えていただきた

いというふうに思います。これは答弁が

できればいいですし、答弁ができなけれ

ば要望のようなことでお伝えしておいて

もいいと思います。

　それから、もう一つです。先ほど竹ノ

鼻ガード、それから坪井ガードの折衷案

というような形の中で、過去にこの坪井

味舌線の延長上に、やはりガードをつくっ

て、トンネルをつくって、そして吹田操

車場跡地利用の方へ出て行くというお考

えの中で、一度説明を受けたように思う

んですよ。そのときに、図面まで出され

たと思うんですよ。その図面はあります

か。高さが２メートル７００。それが２

つの隧道で、幅が３メートルで大型車は

通れないですけれども、小さな車、一般

車を通れるようなものを考えていますと

いうことで、出されてきたと思うんです

よ。私は今、それ手に持っていないです

から、これですよということは提示でき

ないですけれども、たしか資料としてい

ただいていると思うんです。

　そういうことも含めて、そのときの時

点で、そうしたら説明は坪井ガードや竹

ノ鼻ガードをいらうのは大変なことだか

ら、もうそれは既存のままにしといて、

真ん中に１本抜くという考え方で、操車

場跡地の利用と絡ませて考えていきたい

という説明だったように私は思うんです。

地域にもそういうふうな説明をしました。

　ただ、坪井味舌線は、今阪急で寸断さ

れていますから、あれが高架化しないと、

前へ行くということの計画は立てられな

いということ、諸般の事情は十分わかり

ますので、市の方がいつまでも吹田操車

場跡地との関係を継続するよりもむしろ

別な関係にしたいということであれば、
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これはその方法も左右の道路の考え方や

とか、いろいろなことを考えたとき、そ

うなると思うんですけど、しかし我々に

一番最初に説明されたときには、たしか

竹ノ鼻、坪井ガードの拡幅よりもむしろ

この折衷案として真ん中に抜いていくん

だと。これの方が南北解消に非常に効果

が上がるんだと、それもそんなに大きな

ガードじゃなくて、今申し上げた高さ２

メートル７００ぐらいのトンネルを２つ

真ん中仕切って、自動車が通れるような

トンネルを掘るんだという、その図面ま

で私はいただいたような記憶があるんで

すが。一遍その辺についてどうなのか。

その辺から今回、こういうふうにして、

ここを少し操車場跡地利用とは切り離し

たいというところの整合性をもうちょっ

と説明しといてもらえませんか。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

交差点改良の件につきまして、お答えさ

せていただきます。

　茨木市の方で予算計上をしていただい

ていますので、茨木市としては早急に着

工していきたいという考えをお持ちです。

茨木警察の方もある一定理解をされてお

ると。ただ、ちょっと府警本部の方で担

当者が変わったという形で、その１回目

の話の中では納得していただけなかった

というふうに聞いております。なかなか、

府警本部との日程調整が手間取っている

というふうには聞いておるのですけれど

も、７月の下旬には茨木警察、茨木市が

府警本部の方に説明に行くというふうに

聞いております。

　その中で、茨木市との今後の話にもな

ると思いますけれども、摂津市の方が一

緒に行って説明する方がいいという形に

なれば、市としましても一緒に行って、

この必要性というのを説明してまいりた

いというふうに考えております。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　ガードの

件ですけども、平成１０年５月２９日の

特別委員会では、簡単な図面ですけども、

Ａ３の用紙で、このような範囲の図面に

一本線を入れまして、断面を入れさせて

いただいています。その断面といいます

のが、ちょっと小さくて申しわけないの

ですが、あそこにお示しさせていただい

ています断面とほぼ同じです。車道が６

メートル、歩道が２．５メートルと、高

さがその後見直しを若干しましたけども、

３メートル、よく取れても３メートル、

当時は２メートル７０、その図面はお示

しさせていただいております。

　今回、やはり吹操の跡地利用の検討に

合わせて、どうしても非常に難しい説明

をさせていただいているんですけども、

その１つの理由といたしましては、着工

合意をもししましたら、貨物線がどんど

ん接続されていきます。今のタイミング

でもしこの地下ガードをやりましょうと

いう話にもしなっておれば、この線路が

敷かれる前に工事ができるというような

利点もあって、考えるなら今のタイミン

グしかないだろうということで、その平

成１０年あたりからずっと検討してきた

経緯があります。

　やはり経済的な問題とか、構造的な問

題からしまして、このレールが敷設され

るまでの間にやりましょうというところ

には、どう考えても至らないだろうとい

うことで、このタイミングならやはり工

事なりというのは非常に難しいというこ

とで、先ほど次長も申しましたけども、

この物理的にはこういうものが敷設され

た後でもやろうと思えばできますので、

そういう意味で今回は断念はせざるを得

ないと思いますけども、将来的には検討

－�13�－



していって、やはり南北分断という意味

では必要だと結論付けされて、財政的に

も大丈夫だということになればやってい

けると思いますけども、そういう意味で

今回はちょっと断念せざるを得ないと考

えております。

○柴田委員　交差点のことはよくわかり

ました。先ほども説明受けていましたの

で、できるだけそういう状況を早くする

ように、あらゆるところへ呼びかけをし

てほしい。

　この問題も今説明聞きましたように、

たしか向こうにある図面を我々がいただ

いて、そのときはたしか高さ２．７メー

トルと言われたと思うんです。そのとき、

今、一番肝心なこと言われたと思うんで

すが、造成工事が始まるまでにある程度

カルバートというんですか、入れておけ

ばかなり後々の工事が安くあがるという

ようなことも含めて、吹田操車跡地とあ

わせてやるのが一番いいというようなこ

とを聞かされたように思うんです。

　私は、そういうことでガードがついた

ら、竹ノ鼻や坪井の方にも少しは緩和さ

れて、ここを通ってくれるから交通の渋

滞もまた危険もなくなるなということで、

皆さんに少し説明した経緯があるので、

これは最終的に今回、操車場跡地との絡

みではできないということであれば、ま

たうちのまちづくりの一環として、この

トンネルが必要かどうかというのは真剣

に考えていただきたいというふうに思い

ます。

　ただ、残念だなと思うのは今度もし通

すとしたら、当初考えたいた以上の何倍

もかかるであろうということは目に見え

ますから、行政としてそれは絵に書いた

もちで不可能になってしまうんじゃない

かなという危惧もします。正直なところ。

だから、やっぱり市長が言われるように、

旬というか、できるときにある程度やっ

ておくということ、そういうことも踏ま

えると一緒にやった方がいいのかなとい

う感じはしますけども、財政的なものも

いろいろあるので、市の考え方にゆだね

なければならないのかなと思っています。

そういう考えがあったということをひと

つ置いておいてください。

○藤浦委員長　以上で、この件について

は終わります。

　暫時休憩いたします。

（午後３時１８分　休憩）

（午後３時３５分　再開）

○藤浦委員長　再開します。

　南千里丘まちづくりについて説明をお

願いします。

　北野理事。

○北野市長公室理事　本日は、南千里丘

まちづくり構想の検証にかかわりまして、

本委員会の開催を賜りまして、委員各位

におかれましては、大変お忙しいこの時

期に貴重なお時間をいただきましたこと

を厚くお礼申し上げます。

　助役からも申し上げましたように、南

千里丘まちづくり構想の検証状況と、あ

わせまして、昨年度末に実施いたしまし

たふれあい広場の土壌調査の結果につき

ましてご説明を申し上げます。

　まず、現在の南千里丘まちづくり構想

の検証状況についてでございますが、民

間企業用地の約４．６ヘクタール、そし

てふれあい広場の０．６ヘクタール、そ

の他、河川・水路を含めました約５．４

ヘクタールと、本年度末をもって総合福

祉会館を閉鎖することに伴います、その

関連用地の０．５ヘクタールをあわせま

して、約６ヘクタールを今回の検証区域

と考えております。公共用地の活用も念

頭に置きながら、新駅設置を含めた南千

里丘まちづくり構想について、検証を実
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施いたしておるところでございます。

　過日の一般質問でもご答弁申し上げて

まいりましたが、具体的には総合福祉会

館の老朽化による閉館に伴い、新たに市

民交流の場を提供することを複合施設構

想案として、公共施設の再配置を前提に

し、高質で利便性の高い市民サービスの

提供を基本に関係所管と協議、調整に取

り組んでいるところでございます。

　また、新たな本市の顔となる都市核と

しての位置づけをいたしております、新

駅設置を含むまちづくり全体のコンセプ

トの骨子であります、健康・福祉、文化・

教育などソフトイメージを持ったまちづ

くり構想の策定と、その事業の実現化に

ついて検証を実施いたしているところで

ございます。

　その手法として、逼迫する市の財政状

況から考えました場合、直近支出で事業

を組み立て、整備を進めるといった今日

までの手法とは異なり、民間活力を活用

した整備手法を基本に、メリット、デメ

リットを見極めた検証を具体的に行って

まいりたいと考えております。

　その求める結果として、本市のコンセ

プトといたしております、産・官・学・

市民の連携によりますまちづくりを、民

間の参画により資金、ノウハウ等を有効

に生かされる仕組みを模索しながら市の

財政負担をできるだけ軽減し、直近支出

は抑制しながら平準化した形での支出を

図り、民間事業者との連携した仕組みを

構築するために、民間側からのニーズや

市場性を確認しながら検証いたしている

ところでございます。

　また、今回のまちづくり構想の検証に

欠かせない要素として、ふれあい広場を

含む既存の公共用地の活用も貴重な検証

の要素と考えております。

　ふれあい広場に対します土壌調査につ

きましては、平成１５年２月に施行され

ました土壌汚染対策法によりまして、大

阪府では平成１６年１月に大阪府生活環

境の保全等に関する条例が施行され、開

発地規模が３，０００平方メートルを超

える場合等については、土壌調査が必要

とされており、ふれあい広場を含む開発

計画することを考えました場合、大阪府

との協議では、土地の利用履歴上は調査

の必要はないとの判断はいただいており

ます。

　しかし、ふれあい広場の土地利用履歴

におきまして、昭和３０年代に生活ごみ

を中心に投棄された利用履歴もあります

ことから、その実態を把握することが不

可欠であり、ふれあい広場を活用する場

合には、必須の整理すべき課題となるこ

とから、土地所有者である市において、

任意的な調査としてごみの実態等を把握

することをあわせまして、土壌調査を実

施いたしたものでございます。

　以上、まちづくりの構想の検証につき

ましての状況とふれあい広場に対します

土壌調査の経過と概要の説明とさせてい

ただきます。

　この後、引き続きまして、小山参事よ

り、ふれあい広場の土壌調査結果につき

まして、お手元に配付いたしております

資料に基づきましてご説明を申し上げま

すので、よろしくお願い申し上げます。

○藤浦委員長　小山参事。

○小山市長公室参事　それでは、ふれあ

い広場の土壌調査について、ご説明させ

ていただきます。

　この土壌調査につきましては、平成１

７年２月１４日から平成１７年３月２５

日までの期間において調査を実施いたし

ました。お手元に配付させていただいて

おります資料に沿ってご説明させていた

だきますが、正面のスクリーンで表示を
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しながら、その内容をご説明させていた

だきます。

　資料の表紙をお開き願います。右下に

①表示しております　番についてでござい

ますが、これは土壌汚染対策法の経過で

あります。平成１５年２月に土壌汚染対

策法が施行されました。大阪府では平成

６年３月に、大阪府生活環境の保全等に

関する条例が施行されており、土壌汚染

対策法を受けて、土壌汚染に関する規制

等の規定を追加した条例が平成１６年１

月から施行され、大阪府の土壌汚染対策

制度が始まりました。

②　次に、下の　番でございますが、大阪

府の土壌汚染対策制度の仕組みでは、３

つの調査機会を追加されております。

　１点目は、３，０００平面メートル以

上の敷地での土地の形質変更する場合、

土地の利用履歴調査の実施、報告が必要

であります。

　２点目は、有害物質使用特定施設等を

設置している工場敷地での土地の形質変

更をする場合や、３点目の有害物質使用

届出施設等の使用廃止をする場合は、土

壌汚染状況調査の実施、報告が必要にな

ります。

　以上、３点でございますが、ふれあい

広場につきましては、着色しております

１点目の３，０００平方メートル以上の

敷地に該当するものでございます。

③　次のページの　番でございますが、こ

れは現況図であります。ふれあい広場の

周囲には、北側にはダイヘン、東側には

市道千里丘三島線、総合福祉会館、南側

には摂津警察署、西側には摂津第一中学

校があります。

④　次に下の　番でございますが、これは

昭和３４年に撮影された航空写真であり

ます。赤線の範囲が現在のふれあい広場

に位置します。青線の範囲が、以前に池

であった範囲であります。薄茶色の範囲

は、その後工場が建設されたところであ

ります。

⑤　次のページの　番でございますが、こ

れは地番図であります。赤線の範囲がふ

れあい広場で面積は約６，１００平方メー

①トルあります。そのうち、　は６４３番

地の１で、面積は約２，９００平方メー

トルあります。この部分は池跡で過去に

家庭用の一般ごみの投棄場所として埋め

立てられたことが聞き取り調査でわかっ

②ております。　は６４５番の１で、面積

は３，２００平方メートルあります。こ

の部分は工場があったところで、苛性ソー

ダを使用した届け出があります。

⑥　次のページの　番でございますが、大

阪府との事前協議では、ふれあい広場の

土地利用について、土壌汚染に関する事

前相談をいたしました。大阪府の見解で

は、ふれあい広場は全体の面積約６，１

００平方メートルとして扱い、府条例で

は３，０００平方メートル以上の土地の

形質変更をする場合に当たるので、土地

の利用履歴調査が必要となると聞いてお

ります。

①　その調査で、　の池跡の部分では、家

②庭用の一般ごみの投棄、　の工場跡では、

苛性ソーダの使用という利用履歴であれ

ば、府条例の管理有害物質ではないので、

大阪府の判断では土壌汚染状況調査は不

要との見解をいただいております。

⑦　次に、下の　番でございますが、ふれ

あい広場用地には、池跡と工場跡があり、

仮に池跡を売買や交換をした場合は、土

地の形質変更時に新たな所有者からごみ

の撤去が求められてきます。市が開発を

する場合であっても、発生ごみの処分が

伴います。その調査は市が行うことにな

ります。

　また、工場跡についても大阪府からは
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調査不要と判断をいただいておりますが、

過去どのような物質が使用されたのか、

現段階では把握できないため、今回任意

調査を行ったものであります。

　この調査は、ごみ投棄や工場跡の経緯

があることから、南千里丘のまちづくり

構想の検証には不可欠なものであり、今

回土壌調査を実施したものであります。

⑧　次のページの　番でございますが、こ

れは実施いたしました土壌調査項目であ

ります。表に掲げております調査項目は、

大阪府との協議の結果、土壌汚染対策法

に基づく項目のうち、揮発性有機化合物

（第１種特定有害物質）で１１項目の溶

出量と、重金属等（第２種特定有害物質）

で１０項目の含有量と溶出量を調査いた

したものであります。

⑨　次に下の　番でございますが、調査箇

所であります。図のとおり摂津警察署側

№ № №で　１、　２の２か所とダイヘン側で　

３の１か所の合計３か所を調査したもの

であります。

⑩　次のページの　番でございますが、こ

れは分析結果表であります。いずれの箇

所におきましても分析の結果は基準値以

内におさまっております。

① № №　　の池跡の　１と　２のポイントで、

揮発性有機化合物調査（ガス調査）の分

析結果は、ＮＤ（ノット・ディテクディッ

ド）であり検出されていないものであり

ます。

　重金属等につきましては、溶出量と含

№有量を調査いたしたもので、　１におい

て赤で示しております鉛及びその化合物

では、溶出量、含有量とも基準値と同じ

値でありましたが、そのほかの物質を含

め基準値以下となっております。

⑪ ②　次のページの　番でございますが、　

№の工場跡の　３のポイントについては、

揮発性有機化合物調査（ガス調査）の分

析結果は、ＮＤ（ノット・ディテクディッ

ド）であり、検出されていないものであ

ります。

　重金属等につきましては、赤で示して

おります鉛及びその化合物の溶出量につ

いて、基準値と同じ値になっております

が、含有量やその他の物質を含め基準値

以下となっております。

　以上が、分析結果であり、いずれのポ

イントにおきましても基準値以下であり

ました。

○藤浦委員長　説明が終わりました。

　質問があればお受けをしたいと思いま

す。これで、もう少し他の事業とかの関

連性とかも含めた部分でも答えていただ

きたいと思いますので、これ以外でも結

構です。何かございませんか。古谷委員。

○古谷委員　今、ふれあい広場の方の土

壌汚染の調査結果は大変わかりやすく説

明していただきましてありがとうござい

ました。危惧していたこと、そういう結

果は出なかったということでございまし

たので、質問に入らせていただきます。

　まず、１点目ですけども、南千里丘の

まちづくりの全体的なことからお伺いし

たいと思います。

　市営住宅の建てかえ問題とかが結構お

尋ねになるんですけども、その辺のこと

も含めて、財政的な裏づけと、協議会の

設置をなさるというふうにお聞きいたし

ておりましたけれども、協議会の設置に

ついてはどのように進められているのか

ということです。

　それから、総合福祉会館の閉館につき

ましては、過日の議会の方でも助役の方

からご答弁いただいておりましたけれど

も、やはり福祉会館が閉館された後のこ

とについては、いろんな財政面もござい

まして大変だと思います。それも含めま

した、きのう、おとといでしたか、大変
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ニュースで問題になっています尼崎のア

スベストの件ですね。大変今問題になっ

ていますけども、そういうものも扱われ

ていたりしているという懸念もありまし

て、解体に対しましても心配なことも出

てくると思いますけども、その辺のこと

も含めまして、もう一度お伺いしておき

たいと思います。

　それから、福祉会館閉館に伴ってのコ

ミュニティの場としての南千里丘まちづ

くりの中での構想、そのことも一応議会

ではいろいろと助役の方からご答弁があっ

たようでございますけども、もう一度お

伺いしたいと思います。新駅構想の民間

との負担割合の話し合いは進んでおられ

るのかどうかという点。この点について

もお聞かせください。

　以上、１回目です。

○藤浦委員長　市営住宅の関連は、一応

南千里丘まちづくりの中での検討という

ことでよろしいですね。

　吉田参事。

○吉田政策推進課参事　コミュニティ構

想につきまして、どうなっているんだと

いうことだと思いますけども、コミュニ

ティ構想というのは広い意味のコミュニ

ティと南千里丘におけるコミュニティプ

ラザ構想として考えていきたいという二

面性がございますけれども、南千里丘の

コミュニティとしてご答弁させていただ

きますので、よろしくお願い申し上げま

す。

　現在、コミュニティプラザ構想、つま

り複合施設として集約し、必要なものは

必要なものとして今現在時代的に合わな

い部分は、それは整理していくというこ

とで今現在取り組んでおります。実際、

平成１４年度段階でコミュニティプラザ

構想として検証させていただいたコミュ

ニティプラザ構想・複合施設ですね、そ

れをベースに福祉会館、シルバー人材セ

ンター、男女共同参画センター、それと

社会福祉協議会、この４セクションを１

つの施設の中に統合し、ワンストップサー

ビスができないだろうかというような連

携の中で、考えさせていただいてきまし

た。今回、立地環境も変わりましたので、

前は市民プール跡地でＰＦＩを継承させ

ていただきましたけれども、今回はふれ

あい広場を中心とした南千里丘構想の中

で盛り込んでいく場合に、コミュニティ

プラザはどうなんだということになりま

すと、当然、保健センター、もう一点は、

休日応急診療所の老朽化問題等を踏まえ

まして、トータルな公共施設の再配置計

画を考えていくというような姿勢で、現

在担当所管と協議をいたしております。

　現実的な話として、各所管の業務内容

をすべて今ヒアリングにかけ、それぞれ

の問題状況、課題等を今お聞きする中で、

トータル的に先ほど言いました平成１４

年のコミュニティプラザ構想の業務のネッ

トワークと中でどう組み入れていけるか

ということも踏まえた検証を今現在実施

して、最終的にご提示をしたいというふ

うに考えております。

　もう一点の新駅設置に対する負担割合

が今、現在の状況としてどうなっている

かというご質問だったと思いますけれど

も、この点につきましてでございますけ

れども、やはり阪急電鉄側としては請願

駅という姿勢は変わらない、受け入れ方

としては変わらないというような位置づ

けでございます。

　ただ、阪急電鉄側といたしましても、

やはり市のまちづくりをしていくための

協力と、応分の負担を考えていきたいと

いうご意思もございますので、まだ具体

的な数値なり割合なりという最終の詰め

は全然できておりませんけれども、やは
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り市のまちづくり、市としてのまちづく

りをどこまで訴えていけるかによって、

ある程度どこまでのご協力がいただける

のかというご回答も今後いただけるので

はないかなというように考えております。

　申しわけございませんが、まだ具体的

に数字的にはお示しできる段階ではござ

いませんということでお許しいただきた

いと考えております。

○藤浦委員長　助役。

○小野助役　市営住宅のお尋ねでござい

ますが、これは議会でも何回となく議論

になっております。議会の答弁の中でも、

とりわけ鳥飼野々団地につきましては、

４０戸だと思いますが、昭和３７年、３

８年の管理開始ですから、４０年以上は

経過したということで、そこで耐用年限

の３０年を経過しておるということから、

大阪府から建てかえ重点団地の指定を受

けております。これは、特にこの団地は

配水設備の問題、水道石綿管の問題も残っ

ておるということは過去から言ってまい

りました。したがいまして、この団地の

建てかえは喫緊の課題であることは認識

いたしております。

　それから、もう一点の鯵生野団地はこ

れは耐用年限は来ておりませんが、たし

か３７平米であったと思います。そうし

ますと、今の大阪府の府営住宅よりも狭

小であるということ、ベランダ等に組み

立てをやっておられると。去年かおとと

しに保育所の午睡中に家庭雑排水が流れ

てきたということも報告させていただき

ました。この内容の２つの団地問題につ

きましては、一応この７月、８月、９月

段階で一定の方向をもって方針をお示し

をする形で、きのう市長とも話をいたし

ておりました。一昨日にも関係の部長、

課長にも指示いたしました。そういった

ことの中で、このいましばらく時間をい

ただきたいと思います。この中には当然、

鳥飼八丁団地の飛び地の問題も以前約１，

１００平米あります。どこに建て込むか

ということもございます。島本町に４つ、

５つの町営団地群を１か所に集めたとい

う例もございます。そういったことを含

めまして、いろんな議論があることを承

知いたしております。いずれにしても、

この７月、８月、９月段階で一定の方向

を持った段階で、改めて議会にご協議、

報告を申し上げたいと思いますので、今

しばらくお待ち願いたいと思います。

　もう一点、時間がかかりますのは、申

し上げました三位一体改革で補助金が交

付金に変わるという形が少しは見えてま

いっているんですが、全体ではまだ見え

ておりませんので、そのことも見える時

期が近うございますから、それもあわせ

てご報告する機会を設けたいということ

でご了解願いたいと思います。

　それから、福祉会館閉鎖にかかわりま

しての、とりわけアスベスト問題でござ

います。会館を建てた年度は昭和４６年

で当時の耐熱構造が書いてありまして、

アスベストはあります。ある程度はこれ

は確認をいたしております。それで、こ

の２億円から３億円というように超々概

算で申し上げました。これはアスベスト

撤去費用は見込んでの超々概算というふ

うに見ております。

　それで、いずれにいたしましても、こ

のアスベスト撤去の問題もありますし、

この前議会答弁で申し上げたとおりでご

ざいまして、これについても指示をいた

しましたが、会館閉館に向けての調査費

用はどうしても要るということは、この

アスベスト問題もかかわっておりますか

ら、こういう形になっております。これ

も、９月、１０月の段階で一定の整理を

して補正予算をお願いするということで
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ございます。

　もう一点の私、きのう市長と相談しま

したんですが、公共施設全体のアスベス

トの調査をもう一度ということで言って

おります。私、ちょうど教育委員会に昭

和６３年におりましたときに、学校のア

スベストは千里丘でありますとか、いろ

いろやった経過がございまして、今まで

の大規模改造等によりまして、履歴が残っ

ておるというように都市整備で申してお

りますが、学校のアスベストはすべて撤

去が終わっているというふうに見ており

ます。ただ、それが全体の公共施設の中

で、きちっと言えるように、今一度きの

う指示いたしておりますので、それもま

た後日、すべての公共施設に対してのア

スベスト問題についてご報告申し上げた

いというふうに思っております。

　それから、もう一点のコミュニティプ

ラザの問題は前から申し上げております

ように現在やらせておりますのは、現在

の福祉会館の保有面積が４，０００平米

強ございまして、何回も申し上げており

ますように、摂津市仮称コミュニティプ

ラザは２，０７４平米で計画をしており

ます。これは前から言っておりますよう

に、約４００平米のコンベンションホー

ル、エントランスホール、多目的ホール、

これらを中核にした２，０７４平米でＰ

ＦＩチームがつくった、共有すれば２，

０７４平米になると、これを中心核とし

てコミュニティプラザ構想を入れ込んだ

中で、南千里丘まちづくりという形でもっ

て処理をするように鋭意努力をさせてい

ただいておるところでございます。

○藤浦委員長　古谷委員。

○古谷委員　いろいろとお答えいただき

ましてたが、財政的裏づけと協議会の設

置は進んでいるのでしょうかということ、

ご答弁ちょっと抜けてございました。こ

れ、市営住宅というより、南千里丘まち

づくり全体の、代表質問のとき、何か協

議会を設置して進めるというお話伺って

いたんです。この南千里丘まちづくり構

想で。

○藤浦委員長　住民協議会を設置をして

ほしいということの要望やなかったです

か。それはできていないですわ。

○古谷委員　問題が別でしたか、はい。

財政見通しの方を。

○藤浦委員長　助役。

○小野助役　財政見通しにつきましては、

毎年８月時点でいつも決算によります形

で出させてもらっております。今年度も

総務部長と話をしておるのは、１７年８

月時点ぐらいの段階で決算数値に基づく

可能な限りの今後の財政見通しというこ

とを出させる形をあらわしております。

したがいまして、過日の本会議でござい

ましたように、千里丘西口再開発と南千

里丘まちづくりが同時にできるのかとい

う議論がございました。そういったこと

を含めまして、一番の基本は財政見通し

がありますので、これは８月時点で改め

て今後何年間の予測数値を入れた上で、

どういう財政運営ができるかと。過日は、

総務部長が約２４億円の基金と決算見込

みで約６億円、３０億円をもって来年度

予算が走るというふうに申しておりまし

た。そういうことも含めまして、もう少

し長期に、今まで出してもらいました。

前は１５年８月時点での財政見通しとか、

あれを基本にしながらまたこのまちづく

りも秋に出てまいりますから、会館問題

とその中で全体の議論としてさせていた

だき、具体の財政見通しの可能な限りの

財政見通しを出していきたいと思います

ので、今しばらく時間を置かせ願いたい

と思います。

○藤浦委員長　石橋委員。
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○石橋委員　この資料のペーパーの７番

目なんですが、昭和３４年に当時池やっ

たと、聞き取り調査されたということな

んですが、もう少し詳しく、何年間ぐら

いにわたって家庭ごみを入れられておっ

たのかというのが１点です。聞き取り調

査なんでわかる範囲で結構ですので。私

らわかりませんので。

　それと、そこの黄色ですね、新所有者

からごみの撤去を求められる。これはど

ういう法律に基づいてなのかというのを

２点お聞きしたいんですが。

○藤浦委員長　小山参事。

○小山市長公室参事　ごみの投棄、何年

ごろに投棄されたのかというご質問と新

所有者からごみの撤去を求められるとい

うのはどういう根拠かということの答弁

を申し上げます。

　ごみの投棄につきましては、ヒアリン

グでいろいろ何人の方にもお聞きしまし

たのですけれど、昭和３０年代前後とい

うことでお聞きしております。この用地

につきましての池から宅地に変わった年

代が昭和３６年に変わっております。そ

の期間の間にごみが投棄されたものと判

断しております。

　もう一点、新しい所有者からごみの撤

去が求められるのはどういう根拠かとい

うことでございますが、土壌汚染法に基

づきますと、あくまでも現在の土地所有

者がその土壌の措置をしなければならな

いということになっております。とりあ

えず、土地所有者に対して大阪府の方か

らその措置命令が出てきます。その中で、

汚染原因者がわかれば、汚染原因者に対

して請求できるということになってきま

すので、新所有者がその大阪府の指導を

仰ぎながら土壌調査した結果、原因者が

わかればその汚染者に対して費用の請求

ができるということになっておりますの

で、その投棄した原因者にその費用が求

められてくるということになります。

○藤浦委員長　よろしいですか。

　ほかにどなたかございませんか。野口

委員。

○野口委員　少し現状で動きが変わって

いますので。まず、阪急だとかダイヘン

の受けとめ方、また協議されているなら

ば、協議されている中身について、こう

いう場で言える分だけで結構ですから、

大体の中身を教えていただきたいと。

　２つ目は、これは本会議で南千里丘開

発の手法について、ＴＭＯ方式の問題に

ついて質問もあって、答弁がなされまし

た。この方式なりこういう手法を活用す

れば、これまでの南千里丘開発の摂津市

のスタンス、大きな問題がかかわってき

ますので、改めて現時点での行政側とし

ての考え方を確認しておきたいと思いま

す。

　これまでは、新聞報道でも２，０００

人ほどの人口を増やしていくと。中心は

公共施設の統合施設と住宅というのが説

明でありました。ＴＭＯをつくるのは、

中心市街地活性化法に基づいて、進める

機関であります。当然、既存の商店街だ

とか、新しい商店街も含めてそこに一定

の商業施設も入ってくるということを前

提とした進め方になりますので、そうい

う点では基本的な考えだと全然変わって

きますので、改めて南千里丘の開発の進

め方について基本的なコンセプト、どう

なのか、確認しておきたいと思います。

　３つ目は、財政問題からしてどうなの

かという問題で、現在あっちに明らかに

するということで、検証を行っておるん

ですけども、私どもは現在の財政状況だ

とか、市民生活の実態の中で、市民合意

なくしてこれを進めるべきではないと。

当面凍結延期すべきだという立場であり
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ます。

　というのは改めて、今年　の３月議会

で教育費で小学校、中学校の修学旅行補

助金が廃止をされました。小学校４，０

００円、中学校８，１００円で、合計小

中学校合わせますと６２０万円の予算が

全廃されました。こういうふうに、市民

生活関連部分をどんどん重箱の隅をつつ

くように削っていくと、廃止をしていく

という一方、従来の計画では１億円未満

の範囲で借金を返していくと。第１ステー

ジですね、そういう試算のもとに始まっ

ているわけでありますけども、この計画

をすべてするならば、その必要性だとか、

財政的影響だとか、市民生活はどうなる

のかとか、こういうすべてのものを全部

市民的に明らかにして、どうするか決定

をすべきだというように思うんですけど

も、この秋までの明らかにすべき中に、

大阪府下で最低レベルの行政サービスの

検証だとか、そういういろんな問題につ

いての総合的に明らかにすべきだと思い

ますけども、そういう点が含まれた内容

で検証しようとするのか、ちょっと参考

に聞いておきたいと思います。

○藤浦委員長　それじゃ、ご答弁お願い

します。

　吉田参事。

○吉田政策推進課参事　それでは、大き

く言えば４点ほどご質問いただいたと思

います。

　まず、ダイヘンと阪急との協議の中身、

内容ということでございますけども、具

体的には今現在市として事業実施なり事

業の具体的な内容を検証していますので、

その中身を今、現在阪急側に具体的に協

議に入るという段階ではございません。

具体的には、我々の市の考え方、市が主

体を持ったまちづくりを進めたいという

強い意向を伝えるということと、もう一

点は、それの基本的なコンセプトとして

何度も言いますけども、教育・文化、健

康・福祉というような、そういう基本コ

ンセプトの中でまちづくりの構想を具体

的に検証したいんだという意思は伝えて

おります。それをもとに今後できてくれ

ば、市の主体性のあるまちづくりができ

てくれば、それをもって協議のテーブル

についていただくというふうに考えてお

りますので、中身的には市が強い意思を

示していると、検証するという意思を示

しているということでございます。

　その次に、手法でＴＭＯで摂津市とし

てのスタンスを再確認しておきたいとい

う点で、当然活性化法に基づいた南千里

丘とＴＭＯとのバランス関係ということ

であろうかと思いますけども、基本的に

ＴＭＯと申しますのは、中心市街地活性

化法、つまり市がまちづくりの基本計画

を策定して、市としてこの地域、ゾーン

でございますけども、こういうふうなま

ちを形成していきたい。そこで一部分と

してＴＭＯが衰退した、空洞化した小売

店舗を含む商業の活性化について、どの

ような支援なり、活動ができるのか、そ

れを具体に取り組んでいくのがＴＭＯと

いう組織であろうというふうに考えてお

ります。

　ただ、問題は市自体が、先ほど言いま

したように、地域と連携をとるという部

分でご質問ありましたけれども、当然、

地元の商業の活性化を前面に当然あるべ

きで、大規模店舗を誘導してＴＭＯが成

立するというふうなイメージは一切持っ

ておりませんので、前の特別委員会でも

商業核との関係というご質問ありました

けども、やはり大規模店舗の導入という

のは基本的には一切考えておらない。

　ただし、ＴＭＯというのは既存商業施

設が活性化するための支援、活動、そし
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て具体的な提案がなされるという意味合

いで、ＴＭＯは地域活性化のための手法

であろうと我々は認識しておりますので、

そのあたりは基本的に南千里丘の考え方

と逸脱しているようには考えておりませ

ん。

　それと、市民合意の点でございますけ

ども、やはり市として基本的なコンセプ

トを持ったまちづくり構想案としてご提

案する中では、市としての主体性のある

まちづくりという前面を出させていただ

いている中で、やはり構想を案として最

初は作成して、市として議会にもご説明

する中で、市の方針としてつくり上げて

いく、その次のステップとして、例えば

時期的な問題もございますけれども、や

はり住民の方々、当然、先ほど言いまし

た福祉会館を含んだ、まちづくり構想を

取り入れようとすれば、福祉会館自体は、

一地域ではございませんので、オール摂

津が基本的にコミュニティ施設としての

役割を果たしておりますので、そのあた

り広くご意見をいただくということにな

ろうかと思います。そのあたりはやはり

ルール的なものも確立されておりません

けれども、我々とすれば市民の方々のご

意見を、何らかの形で集約し、またそれ

を組み入れた形で最終的な案がとれる構

想をつくり上げていきたいと考えており

ます。

　それと、必要性と市民生活との関連と

いうことで、明らかにすべきではないか

という内容でございますけれども、やは

り先ほど言いましたように、市民生活と

いう部分におきましては、我々行政側か

らすると市民サービスという部分がござ

いますので、やはり今、関係所管、複合

施設ということでワンストップサービス

なり、いろんな形で今検証しております

ので、どういうことが市民の方々に高質

なサービスが提供できるのかという関係

所管等の意見を踏まえた中で、やはりそ

れをまちづくり構想に組み入れていきた

いというふうに考えております。

　一応４点ほどご質問いただきましたの

で、私の方からはこれで答弁とさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　最初の阪急、ダイヘンとの

関係ですけども、余り動きがないような

ご答弁になりましたけども、以前はダイ

ヘン側も区画整理手法について、オーケー

からいろいろ問題があるということで、

民間の独自の方を一緒にそういう協議の

場に出てきているということで変わって

きています。そういう話も明らかにされ

てきていますけども、いよいよ地元では

ダイヘンの工場内で仕事の品物がどんど

ん減っているとか、人の流れが少なくなっ

て、いろいろ入ってくるわけですね。そ

ういうことだとか、地域の商店街では、

この南千里丘開発地域問題も決着済みで、

もう決まっているんですよとか、そうい

う報道がなされたり、そういうニュース

を出したり、いろんな受けとめがあるわ

けですけども、一番開発を進めていく上

で絡みのあるダイヘン、阪急の対応も大

事でありますし、そういう点で、この時

点で選挙前でもありますし、一度確認し

ておきたい。最後の議会でもありますか

ら。ということで質問申し上げたわけで

すけども、もう少し明らかにできる範囲

があれば追加してもお願いしておきたい

と思います。

　それから、２つ目のＴＭＯの問題です。

確かにいろいろ法律をつくる場合は、い

ろんな目的が課せられて、予算組みをさ

れてそこに税金を投入されていくわけで

すけども、大型店舗は想定していないと
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いうことでありますけども、いろいろ一

般的に見て下駄履きの建物ということで、

１階に商店があって、２階、３階ぐらい

には、ある部分では公共施設つくって、

その上に住宅をつくるとか、専用住宅も

当然出てきますけども、いろんな開発の

仕方があろうかと思うんですけども、今

の不景気の中で、すぐ近くに千里丘の駅

もありますし、香千商店街もあります。

２０分行ったら正雀商店街もあります。

今の不景気の中で、ごっつい微妙な受け

とめをされていまして、あそこに商業施

設をつくるならば、摂津の商業はだめに

なるというご意見も正雀の方でよく言わ

れているということなんです。

　確かに新しい阪急の駅ができますから、

それに対しては賛成、反対もありますよ。

しかしここにこれだけのお金が投入され

て、その結果、自分たちの生活なり、い

ろんな制度だとか、この近辺どうなのか

という全面的に開発によって、どうなる

のかという提示もなくて、議会も選挙で

選ばれたから、議会が決めるからそれで

いいんだという方もおっしゃいますし、

そうじゃないと。今の時代は。すべての

問題をきちっと明らかにして、物事を進

めていくと、大事だと思いますけども、

その中でこれまで基本的なスタンスとし

ていた、商業施設の規模の問題について、

僕は単純にはそうならんと思うんですね。

いろんな企業の店舗展開、店舗戦略の中

で、この開発に、ダイヘンだとか、阪急

も絡まってきますと、いろんな各地で民

間コンサルタントも入ってきますし、手

法も入ってきますし、そういう面できちっ

と住宅、公共施設だとか、商業関係では

こうなんだというきちっとした基本的ス

タンスを持たなければ、という心配もあ

るわけです。そういう点で本会議でそう

いう質問も出ましたので、確認しておき

たいということで、質問申し上げたわけ

ですけども、もう一度きちっと大型店舗

は考えていないということでありますけ

れども、じゃあ、どういう感じで思って

いるのかということが、現時点で答弁で

きれば答弁関連してお願いしておきたい

と。

　３つ目の、４つ目もそうなんですけど

も、今少し申し上げましたけれども、住

民合意の問題です。この財政状況は皆さ

んご承知のとおり、平成１５年度決算で、

総額で１，０１４億円と、１人当たり１

２０万円の借金で、この間、元金返済金

が多くて、新たな借金が少ないというこ

とで、年々残高は減っている状況であり

ますけども、ただ元利償還金が初めて１

日３，０００万円超えるという事態になっ

て、財政困難な状況は続いているわけで

す。

　その中で、市長も財政再建のためには、

内部の改革をあわせて市民にも辛抱いた

だくという言い回し方で行革については

前政治の中身を踏襲するということで、

いろんな市民サービスの切り捨ても入っ

てきているわけです。心配しているのは、

先ほど申し上げたように、第１ステージ

で生じる１０億８，０００万円の市の負

担、その返済について２０年間の返済で

１億円未満で毎月返済しますという限度

を決めて返済しましょうと、これに５年

後に最終ステージがかかってきます。全

体として、どれだけの市の負担があるの

かわかりませんけども、そういう多額の

予算がかかる事業に対して、その結果、

突っ込んだら市民生活とか、財政状況ど

うなのかとか、いろんな総合的な中身の

提示をしていただいて、その中で市民的

に必要性、推進するかしないかも含めて

決定していくという、こういうシステム

をぜひつくっていただきたいという趣旨
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でありますけども、先ほど申し上げた、

その辺の検討がちゃんとなされて、この

検証機関にプロジェクトチームに全部集

約されて、相対的にこういうようになる

んだということが示されるように、ぜひ

作業を進めていただきたいと思うんです

けども、その辺どうでしょうか。

○藤浦委員長　吉田参事。

○吉田政策推進課参事　それでは、ダイ

ヘンと阪急、特にダイヘンの工場の今の

現状ということで、ご質問いただいてい

ますけども、我々が確認しているのは当

然、ロボット工場、奥の側の方ですけど

も、フル活動で今されているというふう

に聞いています。特に、向こうの企業と

しては当然戦略的に当然、企業としては

されておりますので、そのあたり我々と

すれば、今後協議に入れた段階で、やは

りスケジュール等も出てきますし、企業

側がまちづくりの合意に至るならば、向

こうの工場として撤去の問題も出てきま

すし、そのあたりはやはり戦略的な向こ

うの考え方、市としてのまちづくりとし

ての考え方がやはり今後具体には協議に

入ろうと思いますけれども、ただ、現在

稼動されていることは事実であるという

ことはあります。ただ、手前の工場は聞

くならば全面的に使っている状態ではな

いように聞いていますけども、ただ、工

場全体として稼動しているというふうに

は認識いたしておりますし、そういうふ

うに聞いております。

　ＴＭＯの関係でございますけども、当

然建物を建設すれば有効利用、民間が建

てれば当然有効利用した中で、先ほどご

質問ありました下駄履き状態がどうなん

だということもございますけども、ただ、

我々当然、まちづくりになった場合に、

用途地域、特に特別用途地域のような形

のものを地区計画も踏まえて、計画的な

まちづくりをどういうふうにつくってい

くのか。それと都市計画はどう連動させ

ていくのだということが最終的な行政手

続の中に入ってこようかというふうに思

います。

　それを、やはり我々は市の主体性のあ

るまちづくりという前面に出している限

りは、やはりそういうプロセスの中で、

都市計画対応なり、建築基準法も含めて

トータルな制度の活用の中でまちづくり

が組成されていくんじゃないかなという

ふうに考えておりますので、ただ、大規

模店舗としては、基本的に考えておりま

せんし、平成１４年、１５年にこのシビッ

クゾーン周辺調査を実施された段階でも

市場調査されました。そのときには、大

規模店舗が出るような地域性がないと。

要因もない。つまりそれだけのキャパが

ない地域なんだということなんです。

　だから、そのあたりから考えますと、

大規模店舗よりも逆の公共施設と一体と

なった土地利用の方が現在のまちづくり

から言うと付加価値が上がるというふう

にも聞いておりますので、そのあたりは

我々とすれば、市の主体性のあるまちづ

くりの中で、大規模店舗じゃなしに、先

ほど言いましたように、公共施設の再配

置と、市のコンセプトを持っております

方針と連動させた、都市計画対応も考え

ていきたいというふうに考えております。

　ただ、基本的に用地は民間の用地であ

るというのは、これは変わりはございま

せんので、その点よろしくお願い申し上

げます。

　それと、住民合意と財政状況から見た

問題で、当然、前ご質問いただいている

と思いますけど、返済計画で負担ですけ

ども、同じような答弁になって申しわけ

ございませんけども、我々とすれば、支

出をどこまで抑制できて、そして財政状
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況に負担を軽減、縮減できるのかという

ことを案としてご提案していきたいとい

うふうに考えております。

　それを踏まえて、民間側との論議なり、

調整なり、いろんな形が生まれてくるの

かなというふうに考えていますので、そ

のあたりがやはり本委員会に対してご説

明できるような資料も作成してまいりた

いというふうに考えております。

○藤浦委員長　北野理事。

○北野市長公室理事　ちょっと補足させ

ていただきますが、財政問題につきまし

ては、特に我々、今現在、南千里丘の新

駅構想という形で打ち出しておりますが、

その新駅を設置するに当たりましては、

ご承知のとおり、１５億円のお金が要る

ということでございまして、この１５億

円の内訳につきましては、当然、その阪

急の内容もございます。この阪急の負担

条件としては当然市のまちづくり、主体

性のあるまちづくりを進めるならば、阪

急としても一定の応分負担をやりましょ

う、こういうふうな見解はいただいてお

ります。それが５億円なのか何ぼなのか

いうのは、まだ現在水面下の話でござい

まして、具体的に決まったわけでもござ

いません。これらの内容については具体

的にこれから詰めてまいりたいというふ

うにも考えております。

　そして、あと残る１５億円を差し引き

ますとあと１０億円のお金、そして踏み

切り改良に１．５億円かかります。１１．

５億円の建設費用につきましては、また

これにつきましても民間活力をいたす中

で、そのリースバック方式が成り立たな

いのか、成り立つのか、ここらについて

もやはり考えていきたいというふうにも

考えております。

　とりわけ本市の財政事情につきまして

も非常に厳しい状況である。１円の金で

も負担は今の状況ではできないというこ

とも十分我々承知いたしております。そ

ういった状況の中でやはり民間活力を活

用した中で、どれだけの費用負担が最小

限、市としてできるのかということを見

出す中で、やはりライフサイクルコスト

とか、バリューフォーマネーを検証しな

がら、一定その床を仮に建物を建てた場

合と、あるいは床を借りた場合の比較検

討につきましても当然やっていかなけれ

ばならないと思います。こういった比較

検討する中で、よりベストな方向を見出

しながら、費用の支出が極力少なくなる

ような方法を検討して、一定の期間にお

示しをさせていただきたいというふうに

考えております。

○藤浦委員長　助役。

○小野助役　野口委員の質問の財政問題

につきましては、また具体的に言います

と総務委員会なり一般質問になりますか

ら、余り申し上げませんが、先ほど古谷

委員に申し上げましたように、いずれに

いたしましても、先日の一般質問の総務

部長の答弁を借りれば３０億円だと、今

年度もたしか一般会計２７億円繰入金で

やりました。こういう状況であれば、歳

出がよっぽど削られない限り、歳入だけ

２７億円で見た場合、残り３億円と１８

年度不用額でもって１９年３億円もと、

これは算数の世界でございますから、そ

ういう世界になるだろうと。

　私どもは、これからの議会で問題にな

るのは、いわゆる前から申し上げており

ます平成１９年か２０年の退職手当７０

億円、これ若干、勧奨退職といいますか、

早くやめておる職員もおりますから、７

０億円から若干減っておりますが、マッ

クス７０億円が４年間でどう対応できる

かと、これが最大の問題でありますから、

これは私どもだけじゃなくて、大阪府下

－�26�－



全体の問題として、またこれ市長とも話

をしながら市長会なり、総務省に対して

の話をしなければならないと思っており

ます。

　そういう中で、私どもの市のサービス

は府下最低と言われておりますが、私ど

もはそうは決して思っておりませんでし

て、これはまた今後の議論にさせていた

だきたいと思います。

　ただ、私はこのまちづくりにおきまし

て、一番私自身が気にしておりますのは、

人口が減れば市が衰退するという考え方

を持っております。今回の国調でどうな

るのかと。４年前の国調で、前も言いま

した茨木と吹田だけ伸びております。あ

と北摂５市が微減であります。摂津も微

減であります。しかし、この人口は確実

に減っていく中で、どうやって定住をし

ていただくか。１人でも多くの市民の方

が魅力を持ってもらって、こっちに来て

いただけるかと。これがすべての施策に

わたる基本であります。これはまちづく

りであっても、福祉サービスであっても

あります。そういう視点に立って、今後

十分、７月、８月、９月議論いたしまし

て、１０月の時点では、また具体的な議

論をさせていただくように、そういうこ

とも思い浮かべながら内部でまとめてま

いりたいと思いますので、よろしくお願

い申し上げたいと思います。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　そうしましたら、最後の問

題ですけども、要は行政が税金を使って

仕事をしていくと、この財政困難な中で

やろうとしているわけですから、今、検

証しておるようですから、市民の方々が

判断できる材料をきちっとお示しいただ

いて、平等に判断するということの方向

で進めていただきたいということを改め

て申し上げて、終わります。

○藤浦委員長　森西委員。

○森西委員　先ほどからのご答弁でも、

ダイヘン、阪急とはまず検証結果が出て

から協議に入るというようなご答弁だっ

たんですけど、そうしてまた市民へも検

証結果をお知らせするというようなご答

弁だったと思いますけれども、そうしま

すと秋ごろに検証結果を出されて、まず

そうしますと検証結果を市民にお知らせ

してから、市民のアンケートなり何なり

をとられてから、市民の声を聞いてから、

それから阪急、ダイヘンと協議に入られ

るのか、検証結果が出てから、それから

阪急、ダイヘンに協議をされて、それの

結果によって市民へのお知らせをすると

いう形をとるのか。そしてまた検証結果

が出てから、ダイヘン、阪急と協議をし

ながら同時に市民へのお知らせをしてい

くのか、どういうふうな形をとられて進

められていくのか、１点お聞かせいただ

きたいと思います。

　それと、もう１点は、ダイヘン、阪急

との協議を進めなければ、南千里丘のま

ちづくりをどうしていくのかというよう

な具体な話は出てこないということにな

りますと、総合福祉会館の建てかえ問題

とか、そういうふうな問題もダイヘン、

阪急との協議に入って、その結論が出な

い限り、その建てかえ問題ということも

起こってこないのかなというふうに思う

んですが、その辺との整合はいかがなも

のか、お聞かせいただけますか。

○藤浦委員長　吉田参事。

○吉田政策推進課参事　それでは、市民

の方々に周知をするに当たって、秋ごろ

一定のめどとして市の方針をお示しをし

たいというふうなことを踏まえて、市民

の方々にどういうふうな形で周知するん

だというご質問だったと思いますけれど

も、基本的に平成１４年、１５年度にお
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きまして、シビックゾーン周辺等でござ

いますけれども、千里丘、シビックゾー

ン、正雀、吹操の方を含めたアンケート

を一度実施いたしております。一応、求

めたい地域のイメージとか、施設なり、

そういう皆さんのご意向を取りまとめた

経緯もございます。

　我々は、基本的にはそれを今基礎にし

て、基本にしてそのイメージとして扱い

をさせていただいている。これが１つア

ンケートを実施した調査を実施した活用

だというふうにも認識いたしております

し、またそれを踏まえた形で、秋以降に

具体に三者協議に臨む形になります。

　ただし、三者協議に入りましても、細

かい、例えば福祉会館にかかわる求めた

い施設なり、ボリュームなり、そして具

体的なその以外の業務的な連携ですね。

そういうことが市民の方々、いろんなご

要望あると思います、具体になれば。そ

のときはキャパは一応決めておかないと、

なかなか難しいことはありますけども、

内容の運営なり運用なりは、使う側の問

題でございますので、そのあたり十分市

民の方々と時間をかけて、いろんな話を

させていただく場はあるのかなというよ

うに考えております。

　ただ、全体のキャパとして決めないと、

なかなか全体総事業費が出ないのが１つ。

もう一つはそれに応じた支出が平準化す

るといえども支出がわからないというこ

ともございますので、最初はある程度の

基準になるような規模を決めておきたい

なと。中身の運用なり、中身の部分の利

用についてはいろんな意見を重ねながら

決めていきたいというふうには考えてお

ります。

　だから、一応ご意向を聞かせていだく

のは、今は、当然アンケートを基本にさ

せていただいている、活用をしていると

いう状況でございます。

　それと、三者協議が済んだら、福祉会

館との整合と、時期的な問題と思います

けども、やはり福祉会館そのものが先ほ

どご説明申し上げましたように、土壌汚

染等の、例えばふれあい広場で建てるに

いたしましても、やはり、ふれあい広場

の活用の問題も含めまして、やはり幅広

い検証も必要かというふうに、公共用地

も含めまして必要かというふうに考えて

おりますので、一定の時間はいただきた

いと。

　ただ、企業という相手がありますので、

５年、１０年お待ちいただけますかとい

う話にはならないというふうには我々は

認識はいたしております。

○藤浦委員長　森西委員。

○森西委員　まず、福祉会館の問題です

けど、５年、１０年向こうの方がそうい

うふうな待っていただけないでしょうと

いうようなことですけれども、市として

もそれだけ長い間待てないというような

ところもありますので、今まででも福祉

会館の建てかえの問題につきましては、

長い間、いろいろと検討を重ねられて時

間が経ておりますので。

　ダイヘン、阪急が、この辺も市として

先方があることですけれども、いつまで

協議を持っていくのかという部分もある

と思います。南千里丘のまちづくりの計

画といいますか、行っていくというよう

な部分に関しては、向こうがノーと言わ

ない限りははるかに、年数的に無限にと

いうか、そういうふうな可能性もあるわ

けですわね。その時点をいつかというよ

うな形で市としても、いつまでに結論を

得られなければ、断念をしていくとか、

そういうふうな形づけを持っていかない

と、どっちつかずになってしまうと思う

んです。ずっと可能性があるからという
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ような形で進めていくのか。いつの段階

かであきらめるというような、仮にでき

なかった場合でしたら、福祉会館をダイ

ヘンのところじゃなく、ふれあい広場と

いうような形とか、そういうふうな形に

持っていかないと、そういうふうな部分

を考えていかないといけませんので、先

方もあることですけれども、その辺は十

分に考えていただいて、ある時期、判断

する検証に関しても、この秋にというよ

うな結論時期をつくっていますけれども、

協議に関してもある程度の判断時期とい

うのも考えていかないといけないと思い

ますので、その辺は十分に先方もあるこ

とですが、よろしくお願いしたいと思い

ます。

　それと、市民への周知というような部

分ですけれども、これは検証が出た時点

で、これは例えば広報でお知らせすると

か、そういうふうな形をとられていくの

か。市としては市民に対して何も情報と

して提供するというようなことをせずに、

議員なり職員なり、地域に集まれるとき

に話をするとか。市長があいさつのとき

に話をするとか、そういうふうな形で持っ

ていかれるのか。その辺だけお聞かせい

ただけますか。

○藤浦委員長　吉田参事。

○吉田政策推進課参事　市民の方々への

周知の方法なり、その対応についてとい

うことだと思いますけれども、非常に難

しい命題というふうには我々は理解して

おります。といいますのは、当然我々の

ルールの上では、広報というルールがご

ざいますし、それを有効に活用し、幅広

くご理解いただくというふうな方法もご

ざいます。逆に言えば、そしたら皆さん

の意見をどうやって集約するんだという

部分もございます。

　だから、そのあたりを十分我々とすれ

ば、今論議をしている、どの時期にどの

ような形でというふうな形の論議を今ま

で重ねております。ただ、方法としては、

お知らせするには、当然広報という我々

はツールを持っておりますので、それを

有効にうまく使っていくというのはあり

ますけれども、やはりご意見をいただく

というのはアンケートも１つの方法でご

ざいますし、例えば公民館なりで縦覧を

置かせていただいて、具体に中身を、ま

ちづくり構想を見ていただいて、ご意見

をアンケートで書いていただく方法もご

ざいますし、だからそのあたりの方法と

いうのは、もう少し我々の方で論議し、

うまくご意見をいただけるような仕組み

を考えたいなというふうには考えており

ます。

　だから、当然その方法についてはお示

しをしたいというようには考えておりま

す。

○藤浦委員長　助役。

○小野助役　この秋の形では出していく

ように努力するんですが、もともとこの

構想自体の三者最終合意ということでの、

もう少し早い時期に結論づけることを考

えていました。ところが、市長選等々が

あるということで待ってほしいというこ

とで、むしろこちらからダイヘンにお願

いをして待ってもらっているということ

から考えますと、もう余り延ばしている

時間ではない。阪急もいろんなところの

西宮球場跡地の問題であるとか、宝塚の

ファミリーランドの跡地とか、いろんな

事業を持っていますから、そんなに延ば

しておけないということがあります。

　それともう一つは、阪急も時刻表変更

すれば、大阪市営地下鉄の乗り入れ問題

で、例えば二、三年は協議かかると言っ

ていますから、それがまとまっても、そ

ういうことをいろいろ考えますと、私は

－�29�－



この秋、そして財政は何もこの二、三年

は好転するわけではありません。したがっ

て、決断するのであれば早い時期に決断

をするというのが必要であろうと思って

いますから、そういう形の中で、当然議

会にまずお知らせしなきゃならない。議

会にお知らせしたら、必ずマスコミが出

てまいります。間違いなく。即載ると思

います。また抜いていこうということが、

毎日のように来ていますから。ですから、

その後は今言いましたように、広報に同

時期にお知らせするなり、手を打たない

と、マスコミ報道が先になるということ

も十分予測できていますから、できるだ

け、この秋、遅くてもこの晩秋、今年中

といいますか、それまでには一定の形を

して、私どもはそれで市民合意がえられ

たら、パブリックコメントいろいろあり

ますが、できるだけ早くしたら、これは

三者、トップ会談の設定、三者の基本協

定に持ち込んでも２１年開業はぎりぎり

なのかなと。もうぎりぎりのところに来

たなということを考えていますから、私

は今年が１つの判断、撤退するか、やる

か。余り延ばされる時間はないというの

が今、私ども思っておる、市長も私も思っ

ている中身でございます。

○藤浦委員長　森西委員。

○森西委員　今、助役からご答弁いただ

きましたけれども、市民に周知徹底をす

る場合には、マスコミが我々が知らずに

よく発表されているという部分が多々あ

りますので、その点、発表されて私らも

マスコミに発表されて、知りませんとい

うようなことは市民から聞かれて、そう

いうふうな摂津のまちづくりのことです

ので、そういうことがないように、早め

にお知らせをいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

○藤浦委員長　ほかにございませんか。

　柴田委員。

○柴田委員　これはいつも言うてること

ですけど、南千里丘の新駅構想は、私は

第１ステージ、私はやっぱり阪急の連続

立体交差が最終的にできるということか

らひもといて、この駅をつくらなきゃい

かんということで来ているんですから、

まずものを考えるときに、連立をするこ

とによって摂津市全体がどれだけの南北

解消なり、それからいろいろな交通渋滞

の解消なり、今持っている課題が解決で

きていくのかと、そういうことをまず根

底に置いた中から、この問題点も取り上

げていかないと、ただ、今当面のここの

問題、三者協議というのは大事なんです

けれども、その上にあるのは私はずっと

以前からこの摂津の中での連立、むしろ

相川まで連立してもらえるやろうと思っ

て、正雀の連立化も何十年となく訴えて

きたんですよ。正直なところ。もう正雀

の連立は平成１０年に事業決定打てるな

んていうような本会議答弁までいただい

て、今日まで来ていますが、今、正直言

いまして連立は大正川から山田川でとり

あえずとまるであろうということもわかっ

た上で言うているんですよ。

　このことがもしできなかったら、この

連立構想なんていうものはもうあり得な

いのと一緒じゃないですか。そのときの

全体の摂津のまちづくりということを考

えたときに、それは財政的なこともいろ

いろありますわ。それはもう皆さんで十

分ない知恵絞ってもらってやってもらわ

なきゃいかんけれども、その第１ステー

ジと第２ステージ、このセットの中で千

里丘のガードの拡幅等も含めて、やっぱ

り今後の南北流通を速やかにしていく。

また摂津全体の都市づくりをしていくと

いう中で、必要だということを訴えてき

ておりますので、ひとつ考えの一番もと
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に、私は最終的には連立ということでま

ちをつくっていくのだという考え方を持っ

てほしいと思っていますので、それを今

日あえてこの場ですけれども、私の方か

ら細かいことは今言う皆さん専門であり、

いろいろ助役も今言われたようにも機が

熟してくる時期でもありますし、やっぱ

り市民にも説明もしていただかないかん

時期も来ていますし、そういうことで、

この晩秋というんですか、秋ということ

のタイムリミットでいいと思うんですが、

やっぱりそのことが何かいつの間にか、

ほなもうあきまへんからやめまひょかと

いうようなことでいいのかと。私は声を

大にして言いたいんです。この摂津のま

ちをつくっていく中で。

　そういう気持ちで、このことについて、

正雀も残念ながら私も大変、正雀に対し

ては悔しい思いもありますけれども、こ

の南千里丘構想というのはそういうこと

も踏まえてものを考えていただきたいと

いうことを、これは答弁は要りません。

答弁してくれはりゃ結構ですけれども、

なかっても結構ですけれども、そういう

思いだということをひとつおくみ取りい

ただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。

○藤浦委員長　助役。

○小野助役　今、言われていますように、

シビックゾーンのまちづくりでも第１ス

テージ、第２ステージということを出し

ておりますし、多分、この南千里丘構想

を出すときは、第２ステージどうするん

だと、三百数十億円、これいつなんだと。

この予算はどうなるんだということで、

もう確実なところをそこを見据えており

ます。したがって、今回の一般質問にも

ありましたように、まちづくりがなけれ

ば、新駅はないと、新駅がなければまち

づくりはない。新駅とまちづくりがあり

せば、府下でも極めて高いランクで連立

はいけると、この三位一体がこの中身で

ございますから、私どもそういうものの

三位一体で考えてまいりますので、必ず

この南千里丘まちづくりのこの直近支出

云々とあわせて連立がいつごろにどうい

う形になるのかと、これは必ず議論にな

るということも踏まえておりますので、

それらを踏まえながら７月、８月、９月

と十分精査しながら頑張ってまいりたい

というふうに思っています。

○藤浦委員長　ほかございませんね。

　それでは、以上で本委員会を閉会いた

します。

（午後４時５３分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　駅前等再開発特別委員会

　　　委員長　　藤 浦 雅 彦

　

　

　

　駅前等再開発特別委員会
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